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本書のサマリー 

日本経済の持続的成長には中堅企業のファミリービジネスの更なる成長が不可欠との基本認識の

もと、経営者向けガイドラインを整理するとともに、事業承継税制について政府に対する提言を行

う。 

 

【経営者向けガイドライン】 

中堅企業のファミリービジネスの更なる成長に向けて、後継者候補(ファミリーメンバー)の選定・育

成プロセスに沿って経営者が遵守すべき事項を整理した指針。想定活用主体は、中堅企業のファ

ミリービジネスにおいて、所有と経営の双方を担っている経営者。但し、企業の規模やファミリーの

株式保有比率に関わらず広く参考として頂ける。 

 

後継者候補 

(ファミリーメンバー)の

成育段階 

ガイドライン 

(1)時期不特定 ① 事業承継方針の策定・更新 

経営者はまず、経営・所有・ファミリーの観点から、長期的目線で 

事業の存続・成長のための大方針(所有と経営の在り方、資産の 

贈与・相続方針、承継のルール等)をファミリーで話し合って策定 

すべき。 

(2)承継前初期 

(幼少期～学生時代) 

② 後継者候補の育成 

幼少期から後継者候補(ファミリーメンバー)に後継者としての自覚

を促すべき。 

(3)承継前中期 

(就職～家業入り) 

③ 事業承継方針に基づく株式等資産の贈与・相続準備 

事業承継方針(①事業承継方針の策定・更新を参照)に基づく、 

資産形成・事業とファミリーの資産の分離・組織構造の変更には 

10 年以上要するため、後継者の決定前から早期に着手すべき。 

④ 次世代の幹部の育成 

将来後継者の右腕となる世代を早期に育成し、承継直後から後継

者を支えられる体制を構築すべき。 

(4)承継前後期 

(家業入り～社長就任) 

⑤ 後継者候補の経験蓄積 

後継者候補には経営に近い経験を積ませ、可能な限り早期に 

承継すべき。 

⑥ 後継者指名及び経営監視の仕組み構築 

第三者的立場で意見を述べることのできる人物を含む場で後継者

を合議すべき。ファミリーに適任者がいない場合は、ファミリー外で

の承継を検討すべき。 

⑦ 現経営者の退任 

現経営者は後継者を社長に指名すると同時に、責任と権限を大幅

に譲渡するための社内規定を作り、一定の短い期間を経て経営・ 

執行から離れ、所有・監督の立場に変わるべき。 
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【政策提言】 

事業承継方針を検討する上で避けては通れない、株式の贈与・相続の問題について、ファミリービ

ジネスの成長を後押しする重要かつ有効な制度である事業承継税制の特例措置の更なる活用促

進に向け政府が取るべき打ち手を提言するもの。 

 

大分類 提 言 現 状 

(1)特例措置の 

期限と対象企業 

① 特例措置の延長 特例措置は 2027 年 12 月末 

までの贈与・相続を対象とした

時限措置 

② 対象企業を中小企業から中堅企業

に拡大(但し適用要件は中小企業と

区別) 

中小企業者が対象 

(2)適用要件の 

変更 

③ 現経営者の年齢の上限を要件に 

追加(例：現経営者は 75 歳までとし、

後継者が 35 歳未満の場合は期限の

延長を認める) 

年齢制限無し 

④ 特例承継計画の中で事業の成長に

関する意志を確認 

特例承継計画の中で 5 年間の

経営計画の記載を求めている

が、明示的に成長に関する 

記載項目無し 

(3)認定取消事由

に該当した際の

措置の緩和 

⑤ 認定取消事由に該当した際に、猶予

されていた贈与税・相続税の分割 

納付を認める 

認定取消事由に該当した際

は、猶予されていた贈与税・ 

相続税を一括納付 

⑥ 年次報告書及び継続届出書の提出

期限を事前周知し、徒過した場合の

措置を弾力化 

年次報告書及び継続届出書の

提出期限を徒過した場合は 

即時かつ一律に認定取消 

⑦ 本制度適用後一定期間を経て株式

を譲渡した際に、譲渡益から贈与税・

相続税、及び利子税を取得費として

差し引いて課税額を算出することを

認める 

贈与税・相続税・利子税いずれ

も取得費加算は不可。 

(本制度を適用していない株式

の相続税の場合は可) 
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I. 序章 -日本経済における中堅企業のファミリービジネスの役割- 

⚫ 日本経済の現状1 

「失われた 30 年」の日本と主要先進国との経済成長の差分の主要因は国内投資と賃上

げである。日本企業はこの間、大企業を中心に投資収益率が高い対外直接投資を拡大し

てきたが、国内投資は横ばい傾向。平均実質年収は日本の伸びが突出して低く、個人消

費も低迷を続けている。日本経済の持続的な成長には、賃上げによる国内需要喚起と国

内投資増加の好循環の定着が必要。 

⚫ 中堅企業2の位置づけ 

中堅企業の国内投資額や従業者数・給与総額の伸び率は、中小企業3・大企業を上回

る。加えて、更なる投資により異なる領域に事業を展開する「成長余力」、事業環境の変化

に応じて小回りを利かせて柔軟に事業方針を転換させていく「変化余力」、地域や取引先

に価値還元できる「社会貢献余力」を有する。中堅企業はこれらのポテンシャルを発揮す

ることを通じて、①更なる国内投資拡大、②良質な雇用の担い手、③中小企業等の取引

先・パートナーへの幅広い波及効果の創出の 3 つの役割を果たし日本経済を牽引するこ

とが期待されている。4 

⚫ ファミリービジネス5の特徴と着目の意義 

中堅企業を成長させる施策は様々考えられる6が、本提言では、中堅企業の半数以上を

占める7ファミリービジネスに着目する。ファミリービジネスは、長期的目線での経営や意思

決定の迅速さ等を強みとして非ファミリービジネスに比して業績が高い傾向がみられる8一

方、スリーサークルモデルで示されるように経営・所有・ファミリーの 3 要素が複雑に絡み

合い、各要素が重なる部分での対立・紛争が事業の発展を妨げるリスクをはらんでいる。

エントレンチメント(経営者の保身。リスクを過度に恐れ現状維持を優先する姿勢)や、お家

騒動、後継者指名における能力・資質に基づかないファミリーの優先等は、企業価値の毀

損に繋がるファミリービジネス特有の事象として認識されている。国内資本市場において

は、これらの事象を問題視したアクティビズムや、それをきっかけとしたファミリーによる

MBO も見られる。 

また政府は、2025 年 3 月に「ファミリービジネスのガバナンスの在り方に関する研究会」を

設置し、「ファミリーガバナンス・ガイダンス(仮称)」の策定及び、企業価値を高める上で障

害となるような制度の見直しに向けて検討を深めており、各方面からファミリービジネスへ

の関心・期待は高まっている。  

 
1 出典：2023 年 6 月 27 日 経済産業省産業構造審議会 経済産業政策新機軸部会 第 2 次中間整理資料 
2 「中堅企業者」とは、常時使用する従業員の数が二千人以下の会社及び個人（中小企業者を除く。）をいう。(産業競争力強化法第 2 条第 24 項) 
3 「中小企業者」は、業種ごとに、①資本金の額又は出資の総額および②常時使用する従業員の数によって定義される。小売業は①5 千万円以下

②50 名以下、サービス業は①5 千万円以下②100 名以下、卸売業は①1 億円以下②100 名以下、製造業・建設業・運輸業・その他の業種は①3 億

円以下②300 名以下が該当。(中小企業基本法) 
4 出典：2025 年 2 月 経済産業省「中堅企業成長ビジョン」 
5 ファミリービジネス白書企画編集委員会「ファミリービジネス白書」における定義では、「ファミリービジネス」とは「同一ファミリーから２名以上が株主

又は役員として関与している企業」を指す。 
6 本会においては 2024 年 4 月に政策提言「人手不足時代の中堅・中小企業政策 ～生産性向上に向けた合従連衡と労働移動の促進～」、2025

年 4 月に政策提言「企業と人材の流動化により中堅・中小企業の付加価値の創造と日本経済の復活を」を公表。 
7 出典：2025 年 3 月 経済産業省「第１回 ファミリービジネスのガバナンスの在り方に関する研究会（事務局説明資料）」 
8 ファミリービジネスの ROA（総資産利益率）は非ファミリービジネスよりも高いという研究結果が国内外で複数見られる。(出典：2015 年 8 月 4 日日

本経済新聞「日本企業の短期主義、同族経営の優位が映す弱点（一目均衡）」、2019 年 6 月 11 日日経ビジネス「ファミリービジネスは古くない、デ

ータから見える長所」、2019 年 8 月 21 日日経ビジネス「同族企業の方が、むしろ社会に貢献する」) 
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II. 経営者向けガイドライン 

1. はじめに 

⚫ 基本的な考え方 

ファミリービジネスを存続・成長させていく上での特有の難しさは、スリーサークルモデルで

示されるように経営・所有・ファミリーの 3 要素が複雑に絡み合うことに起因する。各要素

が重なる部分では、対立・紛争が起きやすく、事業の発展を妨げるリスクをはらんでいる。 
 

 
(2025 年 3 月 経済産業省経済産業政策局 産業創造課・企業会計室「第１回 ファミリービジネスの ガバナンスの在り

方に関する研究会」資料 5「プレゼンテーション資料(みずほ信託銀行)」 をもとに作成) 

 

すなわち、ファミリービジネスの経営者は、これら 3 要素の利害関係に留意しつつバランス

が取れたマネジメントが求められる。 

➢ 経営：所有と経営を一体として捉えた上でのコーポレートガバナンスが必要 

➢ 所有：株式のみでなく、ファミリーの資産を包括的に扱うウェルスマネジメントが必要 

➢ ファミリー：所有と経営に関わることのみでなく一族のパーパスや在り方も含めた合意

形成を通じたファミリーガバナンスが必要 
 

 
(August 19, 2019, Harvard Business Review “Demystifying in Families in Business”をもとに作成)  
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⚫ 日本と欧米の違い 

しかしながら日本では、ビジネスにおけるファミリー間の対立が起こらないと考えている経

営者が 9 割9であり、これら 3 要素の観点でのマネジメントの必要性の認識が海外に比し

て不足していると考えられる。海外ではファミリー憲章が明文化されていることが一般的で

あり、幼少期からの後継者としての意識づけや早期の承継がされることも特徴。また、海外

ではファミリービジネスに特化した指針やガイドライン、ガバナンスの規範等が複数存在す

るが、日本ではまだ検討の途上であることもこうした状況の一因と思われる。 

⚫ 本ガイドラインの位置づけ 

本ガイドラインは、中堅企業のファミリービジネスの更なる成長に向けて、3 要素が重なる

部分で生じうる課題を回避すべく、後継者候補(ファミリーメンバー)の選定・育成プロセス

に沿って経営者が遵守すべき 7 箇条を整理した指針である。想定活用主体は、中堅企業

のファミリービジネスにおいて、所有と経営の双方を担っている経営者であるが、企業の規

模やファミリーの株式保有比率に関わらず広くファミリービジネスの経営者に参考として頂

ける内容となっている。 

本ガイドラインの活用により計画的かつ早期の事業承継が行われることで、結果として次

世代によるイノベーションを生み、ファミリービジネス、ひいては日本経済の成長に繋がる

ことを期待する。 

 

(本ガイドラインの構成：後継者候補(ファミリーメンバー)の選定・育成プロセスに沿って経営者が遵守すべき事項をスリー

サークルモデルの 3 要素に当てはめて整理)  

  

 
9 ビジネスにおける家族間の対立が「決して起こらない・めったに起こらない」と回答した経営者の割合は海外 61%日本 90% (出典：2025 年 3 月 経

済産業省「第１回 ファミリービジネスのガバナンスの在り方に関する研究会（事務局説明資料）」) 
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2. コーポレートガバナンス・ウェルスマネジメント・ファミリーガバナンスの観点から守るべき 

7 箇条 

(1)時期不特定 

① 事業承継方針の策定・更新 

現経営者はまず、経営・所有・ファミリーの観点から、長期的目線で事業の存続・成長のた

めの大方針(所有と経営の在り方、資産の贈与・相続方針、承継のルール等)をファミリーで

話し合って策定すべき。 

⚫ 経営(コーポレートガバナンス) 

所有・ファミリーの視点と経営の視点を区別し、事業の将来的な絵姿に鑑み目指すべ

き所有と経営の在り方(ファミリーは今後も所有と経営を維持するのか、所有のみに移

行するか、所有と経営をどちらも手放すか)や、事業へのファミリーの関わり方(ファミリ

ーをどのような存在と位置付けるか、どのようなポジションに何名程度ファミリーが就く

のか等)を検討すべき。(所有と経営の在り方については参考情報を後述) 

また、コーポレートガバナンスの観点から、公私混同は避け、本業と関連の薄い資産

や事業は分離すべき。具体的な手法として持株会社の設立が考えられる。 

⚫ 所有(ウェルスマネジメント) 

資産の贈与・相続方針の策定(株式を集約して贈与・相続させるか等)と、その実現の

ための資産形成の計画、事業とファミリーの資産の分離の計画、組織構造の設計(持

株会社の設立等)をすべき。  

相続に伴う財産分与により、経営の意向とは異なる形で株式・議決権が分散し、結果

としてガバナンス不全を引き起こすケースが見られる。所有と経営を一体としたまま世

代を超えて持続的に成長を目指す上では、株式は後継者に集約して贈与・相続する

ことが望ましい。(ファミリー憲章による統治体制の確立やファミリー間の株主間契約等

により保全されている場合を除く) 

但し、被贈与・相続人が複数いる場合の不公平感が課題。特に、現経営者の役員報

酬を少なくしつつ、事業の資産とファミリーの資産を混同している企業ほど、財産分与

の在り方を巡ってファミリー間の対立が起こりやすいため、株式以外の資産形成の計

画策定や、ファミリー間の不公平感を解消する工夫が重要となる。 

⚫ ファミリー(ファミリーガバナンス) 

非財務資産の継承も意識し、事業やファミリーが引き継いでいくべきルールをファミリ

ー間で明文化・合意すべき。特に経営者より上の世代を中心とした話し合いが重要。

明文化の手法の例としてファミリー憲章や社訓があるが、日本では海外に比してルー

ルの策定や明文化が進んでいない10。 

ファミリーのルールは経営者や大株主であるファミリーを通じて事業のガバナンスの役

割も果たし、世代を超えて承継される価値観の指針となる。また、企業文化や慣習とし

て従業員や取引先等にも影響を及ぼす点に留意すべき。 

ファミリーの結びつきを強め、和を保つための活動(墓参りや定期的な集まり等)は、フ

ァミリー間の争いごとの予防や事業の発展のために有効。 

 
10 親族間の紛争に対応する仕組みが存在する割合は海外 82%日本 45%、ファミリー憲章が存在する割合は海外 30%日本 2% (出典：2025 年 3 月 

経済産業省「第１回 ファミリービジネスのガバナンスの在り方に関する研究会（事務局説明資料）」) 



9 

 

⚫ 所有と経営の在り方を検討するにあたっての参考情報 

A) 所有と経営を維持したまま事業承継を行う場合に、株式を後継者に集約して贈

与・相続しつつ、ファミリー間の不公平感を解消する工夫の例 

➢ 株式は後継者に、株式以外の資産は別子に贈与・相続 

現経営者に一定の個人資産があり、かつ大株主の場合のみ可能。現経営者

が役員報酬への二重課税を避け、事業の利益を内部留保していると、株式

以外の個人資産が不足し株式を分散贈与・相続せざるを得なくなる。 

株式以外の個人資産が不足している場合は、株式の一部を後継者に贈与・

相続した後、会社が自己株買いにより株式数を減らすことで後継者の持ち分

比率を上げることが考えられる。 

但し、他に既存の大株主がいる場合は後継者と同様に持ち分比率が上がる

点は留意すべき。また、株主総会で自己株買いの決議が必要。 

➢ 株式数は平等に分けつつ、後継者以外には議決権無しの種類株を分配 

種類株の発行においては配当性向を定める等、株主間契約が必要。また、

株主総会で種類株発行の決議が必要。 

B) 事業承継を経て所有と経営を分離し、所有のみに移行する場合のファミリーの

関わり方の例 

※一度経営をファミリー外に渡した後しかるべきタイミングでファミリーが経営に戻

る等、ハイブリッド方式のケースも存在。 

➢ 公益財団法人に現経営者の株式を寄付し、財団はファミリーの理念・価値

観を引き継ぐ独立した大株主として議決権を行使 

特定のファミリーメンバーに株式が偏ることも、分散することもなく株式の集

約・維持が可能。また、事業とファミリーを切り離すことで、利益相反なく双方

の繁栄をそれぞれに目指すことができる。但し、株式に対するファミリーの所

有権はなくなる点は留意。 

➢ 社内プロパー人材やプロ経営者への経営権移譲と株式の譲渡 

最終的なファミリーの持ち分比率や意思に応じて、様々な関わり方が想定さ

れる。ファミリーの価値観・長期的目線を活かして非業務執行の取締役を務

めるようなケースも存在。 

➢ M&A やファンドへの一部売却を通じた経営権の移譲 

社内プロパー人材やプロ経営者への継承に比べ、経営方針や組織に大規

模な変化が起きるケースも想定される。 

C) 事業承継を経て所有と経営をどちらも手放す場合の考え方の例 

➢ 事業の発展とファミリーの発展を両立させる上で、必ずしもファミリーが事業の

ベストオーナーではなくなった際には、前向きな選択肢の 1 つとして所有・経

営どちらも手放すことが考えられる。 

➢ 新たなオーナーに株式を完全売却し、経営権を移譲した上で、ファミリーに

は株式売却益の現金を含めた資産を残すような場合には、その資産が形成

された背景である、ファミリーと事業の歴史や創業者の価値観を、資産と一緒

に次世代に承継していくことが重要。 
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(2)承継前初期(幼少期～学生時代) 

② 後継者候補の育成 

幼少期から後継者候補(ファミリーメンバー)に後継者としての自覚を促すべき。 

⚫ 育成とは、現経営者が時間を割いて経営者・所有者・ファミリーとしての姿を見せ、事

業とファミリーの歴史や価値観を共有することを通じて、後継者候補に将来なりたい自

分を意識させ、後継者としての自覚を促すこと。日本では、進学先の選定や学校での

教育を育成と捉える傾向があるが、海外では幼少期からの親との対話等、家庭での経

験や育成を通じた価値観の共有や帰属意識の醸成を重要視している。11 

⚫ 現経営者にとって後継者候補の育成は、後継者候補が生まれたときから始まっている

長期的責務。社会人になってからではなく、幼少期に開始すべき。 

⚫ 育成については様々な方針があれど、後継者候補には機会を与えて長所を伸ばし、

成功体験を積み重ねさせることでポジティブなマインドセットを醸成させるべき。 

 

(3)承継前中期(就職～家業入り) 

③ 事業承継方針に基づく株式等資産の贈与・相続準備 

事業承継方針(①事業承継方針の策定・更新を参照)に基づく、資産形成・事業とファミリー

の資産の分離・組織構造の変更には 10 年以上要するため、後継者の決定前から早期に

着手すべき。 

⚫ 資産形成においては現経営者の給与や退職金の設計、組織構造の変更においては

持株会社の設立等、長期間の準備が必要となる。 

⚫ また、事業承継方針を実現する上で必要となる株主間契約等、ステークホルダーとの

合意も前広に進め、環境の変化に応じて不断の見直しを行うべき。 

④ 次世代の幹部の育成 

将来後継者の右腕となる世代を早期に育成し、承継直後から後継者を支えられる体制を

構築すべき。 

⚫ 後継者を支える体制の整備は承継後の経営において最も重要な要素の 1 つ。承継

時に、現経営者と同世代の幹部しかいなくなっているケースが多いが、これらの幹部

が現経営者の引退後もその元部下として仕事をしてしまい、後継者に実質的な権限

がなくなってしまうリスクがある。 

⚫ 現経営者と後継者の間の世代で、経営理念を継承できる人材を幹部として育成し、事

業を存続・成長させる状況を作った上で後継者に引き継がせることが重要。ファミリー

から後継者を指名できなかった際には、これらの次世代幹部を後継者とすることも可

能。 

⚫ 経営における幹部だけでなく、ファミリーや資産の管理において相談役となる、信頼で

きる第三者(税理士、弁護士等)の確保も重要。 

  

 
11 出典：山口勝士 著「ファミリー企業における効果的な後継者育成プロセス—リサーチ・クエスチョン、命題の構築と今後の方向性—」(2014 年) 
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(4)承継前後期(家業入り～社長就任) 

⑤ 後継者候補の経験蓄積 

後継者候補には経営に近い経験を積ませ、可能な限り早期に承継すべき。 

⚫ ファミリービジネスの強みを最大限に活かすには、可能な限り早期に後継者に承継す

ることが何よりも重要。欧米では比較的早期に継承が行われており、フィンランドの大

規模調査では、現経営者の子どもが承継する場合の承継時点の後継者の平均年齢

は 30 代前半〜中盤という結果もある。12 

⚫ 早期に大きな権限移譲をして後継者候補に適切な負荷をかけつつ経営に近い経験

を積ませるべき。現状維持・次世代への継承を、後継者の及第点とするのであれば、

才能よりも経験が重要。子会社の社長等に任命し、現経営者から引き離して後継者に

経営判断をさせる場を作ることも考えられる。 

⑥ 後継者指名及び経営監視の仕組み構築 

第三者的立場で意見を述べることのできる人物を含む場で後継者を合議すべき。ファミリ

ーに適任者がいない場合は、ファミリー外での承継を検討すべき。 

⚫ 現経営者が後継者を指名する際には、第三者的立場で意見を述べることのできるフ

ァミリーメンバー、経営幹部、社外取締役等を含む会議体で意思決定すべき。また、

そのプロセスの透明化と、従業員や少数株主等への説明も重要。 

⚫ 選考の結果、ファミリーに適任者がいない場合は、ファミリー外での承継を検討すべ

き。(事業承継方針の見直しが必要) 

⚫ 経営者が職務を遂行しきれているかを客観的に評価するため、社外取締役や相談役

等から定期的にフィードバックを得られるプロセスを確立することが望ましい。 

⑦ 現経営者の退任 

現経営者は後継者を社長に指名すると同時に、責任と権限を大幅に譲渡するための社内

規定を作り、一定の短い期間を経て経営・執行から離れ、所有・監督の立場に変わるべ

き。 

⚫ 現経営者が代表取締役会長として長期間留まることで、社長の実質的権限が大幅に

制限され、経営能力が培われないまま時間が経過するようなケースがよく見られる。 

⚫ 後継者を指名した後は、代表権のない会長、相談役、取締役会議長等、影響力を大

きく及ぼさない立場で経営者を監督することで、後継者を育成しつつ、事業の成長と

共に歩き続けることが可能となる。 

  

 
12 現経営者の息子・娘の後継者が経営を引き継ぐ平均年齢はそれぞれ 33.4 歳と 34.9 歳(出典：Ciprian Domnisoru & Robert A. Miller (March 

2025), “Planning for Family Succession” – IZA Discussion Paper No. 17800) 
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ご参考) 株式の保有類型ごとに考え得るメリット・デメリット 

※本ガイドラインの趣旨に基づき、税務上の観点は含まない 

 

株式の所有者 メリット デメリット 

個人 ⚫ 意思決定が迅速 

⚫ 株式保有のための法人設立・ 

管理コストが不要 

⚫ 贈与・相続の自由度が高い 

⚫ 相続時に株式が分散しやすい 

持株会社  

(資産管理会社) 

⚫ 資産と事業活動の公私を分けら

れる  

⚫ 設立・管理コストが発生 

⚫ 相続時に持株会社の株式が 

分散しやすく、結果的に事業 

会社の意思決定に影響する可能

性 

財団法人 ⚫ 事業会社の株式の所有者が 

存在しないため、贈与・相続が 

生じず永続的に株式の分散を 

防げる 

⚫ 設立・ガバナンスの要件が厳しい 

⚫ 議決権は理事会に帰属する 

ため、あくまでもファミリーからは

独立した大株主となる 

信託 ⚫ 後継者への承継ルールを契約で

固定化することで相続時の争い

を防げる 

⚫ 現経営者の意思を反映しやすい 

⚫ 設計が複雑でコストが発生 

 

  



13 

 

III. 政策提言 「ファミリービジネスの健全な成長に向けた事業承継税制の改正」 

1. 提言の背景 

前章「経営者向けガイドライン」では、事業承継においてファミリービジネスの経営者が遵守す

べき事項を示した。特に、経営(コーポレートガバナンス)・所有(ウェルスマネジメント)・ファミリー

(ファミリーガバナンス)の観点から事業承継方針を検討する上で、株式の贈与・相続の問題は

避けて通れない。 

わが国では長年、取引相場のない非公開株式の評価基準を税法で定め、最高税率 50%超の

重い贈与税・相続税を課してきた。非公開株式は売却による現金化も難しく、このような税負担

を背景に、ファミリーが競争力ある事業の承継を断念したり、承継を経て株式が分散しガバナ

ンス不全に陥るケースが多くみられる。他方、このような事態を避けるために、本質的に事業の

成長と関係が薄い、節税を目的とした活動に経営者が工数を割くようなケースも見られる。 

これに対し、2018 年に納税猶予制度である事業承継税制の特例措置が 10 年間限定で新設

され、要件を満たせば事業承継時の贈与税・相続税をほぼ猶予・免除することが可能となっ

た。本制度はファミリービジネスの成長を後押しする重要かつ有効な制度である。しかしなが

ら、本制度の利用障壁は高く、申請件数は限定的13。そのため本章では、ファミリービジネスを

健全に成長させるための事業承継税制の特例措置の在り方を提言する。 

 

2. 事業承継税制の特例措置に関する政策提言 

(1) 特例措置の期限と対象企業 

⚫ 【提言①】特例措置の延長 

事業承継税制は有効な制度である一方、2027 年 12 月末に期限切れとなる。2026 年度

税制改正により、特例承継計画の提出期限は 2027 年 9 月末まで延長されたが、期限内

に準備が整わず適用を断念している企業が見られる。後継者の年齢や育成、親族間調整

や株主整理等で事業承継の準備期間が長い企業ほど、本制度の活用が難しい。十分に

準備をした上で円滑な事業承継を促進するためにも、以下に掲げる措置を講じた上で本

制度を延長すべき。 

⚫ 【提言②】適用対象企業を中小企業から中堅企業に拡大 

現状の事業承継税制は非上場の中小企業が対象であるが、実際には中堅企業や大企

業等、規模が大きい企業ほど事業承継時の税負担が大きいという側面もある。また、事業

を成長させるほど株式評価額が高くなり、流動性のない非上場株式にも関わらず贈与税・

相続税が増加するというディスインセンティブの構造も存在する。 

本制度は中小企業を対象としたものであるが、その効果が大きいことから、実質的には中

堅企業・大企業に相当する企業であっても減資によって中小企業に鞍替えし本制度の適

用を受けるケースが実務では見られる。本質的に事業の成長に関係のない、減資という

手段を取らずとも、日本経済の成長に寄与する企業であれば本制度を適用できることが

望ましい。「Ⅰ.序章」に記載の通り、日本経済における中堅企業のポテンシャルや役割期

待を鑑みれば、本制度の対象を中小企業にあえて限定する必要は薄く、非上場の中堅

 
13 特例措置が創設された 2018 年度から 2023 年度までの法人版事業承継税制の申請件数は、平均約 3,000 件/年 (出典：2025 年 12 月 12 日 

中小企業庁 中小企業の親族内承継に関する検討会 中間とりまとめ 参考資料) 
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企業も対象として明示すべき。 

但し、贈与税・相続税の富の再分配機能や本制度の趣旨に照らし過度な猶予・免除を避

けるため、中堅企業の適用要件は中小企業と区別し、何らかの制限を設けることも検討す

べき。 

 

(2) 適用要件の変更 

⚫ 【提言③】 現経営者の年齢の上限を要件に追加 

提言①で示した通り特例措置の期限を延長すると、事業承継が後回しになり、世代交代

が促進されない懸念もある。したがって、現経営者の年齢の上限を要件に加えることが望

ましい。例えば、原則として現経営者は贈与・相続時に 75 歳までとし、その時点で後継者

(息子・娘に限らずファミリーの中で後継者として指名している者。複数名の場合は承継後

の筆頭株主)が 35 歳を迎えていない場合はその年齢に達するまで申請期限の延長を認

める等が考えられる。 

⚫ 【提言④】特例承継計画の中で事業の成長に関する意志を確認 

本制度を活用し、税制優遇を受けて事業を承継する以上、事業を成長させる意志がある

ことは前提であるべき。但し、事業のフェーズや事業環境は様々であり、毎年常に成長し

続けることは現実的ではないため、中期的な成長目標を申請時の特例承継計画の中に

記載し、経過を毎年説明することによって中長期目線での成長の意識づけをしてはどう

か。記載を求める具体的な観点としては、財務指標の成長、賃上げ、ガバナンス・経営管

理体制の強化、生産性指標の改善等が考えられる。 

 

(3) 認定取消事由に該当した際の措置の緩和 

本制度の適用後、認定取消事由に該当した際には、猶予されていた贈与税・相続税の全額と

猶予されていた期間の利子を一括で納付することが求められるが、これは経営者にとって本制

度を活用する際のリスクとして認識され、大きな心理的障壁となっている。更には、本制度の申

請等の実務を担う税理士法人等にとっては、手続上の人為的ミスであっても認定取り消しに繋

がり、クライアントに甚大な影響をもたらすため、このようなリスクを避けるため引受け自体を断る

ケースが多いと側聞する。これが本制度の活用が進まない大きな要因となっている。 

⚫ 【提言⑤】認定取消事由に該当した際に、猶予されていた贈与税・相続税の分割納付を

認める 

本制度は納税を猶予する制度であることから、認定取消事由に該当した場合には猶予さ

れていた贈与税・相続税及び利子税を全額納税するべきではあるが、一括納付だけでは

なく分割納付を選択肢に加える措置が必要と考える。この措置により、現経営者や後継者

の心理的不安が払拭され、より本制度が活用しやすいものになると考える。 

但し、納税猶予対象株式の過半の譲渡等による認定取消しの場合は一括での納税資金

を確保できるため分割納付を認める必要はない。 
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⚫ 【提言⑥】年次報告書及び継続届出書の提出期限を事前周知し、徒過した場合の措置

を弾力化 

本来提出期限は厳守すべきであるが、1 日でも提出期限を徒過した際に事情を考慮せず

に即時かつ一律に認定を取消し、猶予されていた贈与税・相続税の全額と利子の納付を

求める現状のルールは過度に厳格に映る。諸提出物の提出期限の失念を防止するた

め、事前に書面等で期限の通告を行ったり、期限を徒過した場合に事情に応じて猶予を

設けたりする等の措置を講じるべき。 

⚫ 【提言⑦】本制度適用後一定期間を経て株式を譲渡した際に、譲渡益から贈与税・相続

税、及び利子税を取得費として差し引いて課税額を算出することを認める 

本制度の適用により納税を猶予された株式を譲渡した際には認定取消事由に該当し、猶

予されていた贈与税・相続税に加え利子税の納付が求められる。同時に、同株式の譲渡

益に対しても課税されるため、これらの税負担を理由に、本制度適用後の事業売却等を

断念する事例が見られる。本制度の適用時点ではファミリービジネスとして永続する前提

であっても、その後の事業環境に応じた事業売却等の選択は健全な経営判断としてあっ

てしかるべき。しかし現状の制度では、その選択肢を将来にわたり限定する可能性があ

り、現経営者が本制度の活用を躊躇する要因になっている。 

現状、相続した株式を一定期間内に譲渡した場合には、譲渡益を算出する際に差し引く

取得費に、株式の簿価だけでなく相続税の一部を加算できるが、事業承継税制を適用し

た株式については認められていない。また、贈与税における取得費加算は、事業承継税

制の適用有無に関わらず認められていない。 

これに対し、事業承継税制を適用した株式の相続税及び、特例的ではあるが贈与税、更

に利子税について、一定の条件の下で、株式譲渡時の取得費加算を認めるべきである。 

これにより、承継後の事業売却時の税負担を理由に本制度の適用を躊躇している現経営

者に早期の世代交代を促し、また、後継者が経営していく中で事業環境に応じた柔軟な

経営判断が可能になると考える。 

 

3. おわりに 

上記の様な措置が図られることで、事業承継税制の活用を念頭に、節税を目的とした活動に

工数を割くことなく事業の成長に集中する経営者の増加が期待できる。また、今回は詳細な検

討を見送ったものの、他にもファミリービジネスを健全に成長させる上で後押しとなる制度は存

在する。例えば事業承継税制の適用範囲を広げ、信託を活用する場合にも適用を認める等、

目的に沿って様々な制度を柔軟に活用できると望ましい。それらについても政府が主体となっ

て諸外国の事例も参照しつつ整備が進むことが期待される。 

日本経済を牽引する競争力あるファミリービジネスが承継され、適切なガバナンスの下で成長

することが、良質な事業や雇用の維持、ひいては地域経済・日本経済の成長に繋がることは

論をまたない。本提言が、事業承継税制の更なる活用促進に繋がることを期待している。 

 

 

 

以上 
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